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はじ めに

下関北九州道路は、 下関市、 北九州市の都心部を 結び、 循環

型ネ ッ ト ワーク の形成によ り 、 く ら し 、 産業・ 物流、 観光、 渋

滞緩和な ど 地域の一体的発展に寄与する と と も に、 本州と 九州

の広域的な 人流・ 物流及び経済活動の活性化を 支え る 大動脈で

あり 、 更に、 災害時の代替路と し て の機能・ 役割を 担う 道路で す。

下関市と 北九州市を 結ぶ延長約 8 km の道路を、 都市施設と し

て 都市計画に定める にあたり 、 都市計画決定権者（ 山口県、 北九

州市）が都市計画の手続き と あわせて 環境影響評価の手続き を 行

います。

こ の「 あ ら ま し 」 は、 環境影響評価方法書の手続き によ り 決

定し た 環境影響評価の項目に ついて 、 調査・ 予測・ 評価・ 環境

保全措置の検討結果を 示し 、 環境の保全に 関する 考え 方を と り

ま と めた「 環境影響評価準備書」 の概要を 示し たも ので す。

都市計画対象道路事業の目的

本州と 九州を 繋ぐ 関門橋及び関門ト ン ネルで は、 自然災害や事故、 補修工事等によ る 通行止めが発生し て おり 、 通

行止めによ る 著し い交通渋滞が市民生活や企業活動へ大き な 影響を 及ぼし て いま す。 さ ら に、 下関市及び北九州市間

の移動は大き な 迂回が必要で ある と と も に、 両市の中心部及び両市を 接続する 国道 3 号、 関門ト ン ネル等では、 交通

混雑が発生し て いま す。

下関北九州道路は、 関門ト ン ネル・ 関門橋の代替機能の確保、 さ ら には循環型ネッ ト ワーク 形成によ る 関門地域の

一体的発展を 目的と し た道路で 、「 暮ら し 」「 産業・ 物流」「 観光」「 代替路」 の 4 つの政策目標を 達成する ために整備

する 道路で す。

都市計画対象道路事業の概要

都市計画対象道路事業の名称 1 ・ 4 ・ 2 　 下関北九州道路／ 1 ・ 4 ・ 44－1０号　 下関北九州道路

都市計画決定権者の名称 山口県 　（ 代表者の氏名： 山口県知事 村岡 嗣政、 住所： 山口県山口市滝町 1 番 1 号）

北九州市（ 代表者の氏名： 北九州市長 武内 和久、 住所： 福岡県北九州市小倉北区城内 1 番 1 号）

都市計画対象道路事業の種類 高速自動車国道または、 指定都市高速道路または、 一般国道の新設も し く は改築

起点/終点 起点： 山口県下関市／終点： 福岡県北九州市

道路延長 約 8 km

車線数 4 車線

設計速度 8０km /h

道路区分 第 1 種第 3 級

道路構造の概要 盛土（ 約０.1㎞）、 切土（ 約1.1㎞）、 橋梁（ 約6.8㎞）

計画交通量 約7,8００～28,2００台／日

工事区分
及び
想定さ れる
工種

土工 盛土部 準備工、 擁壁工、 盛土工、 法面工、 舗装工

切土部 準備工、 掘削工、 法面工、 舗装工

橋梁工 橋梁部
(陸上部)

準備工、 基礎杭工、 土留工・ 掘削工、 橋台・ 橋脚工、 橋梁架設工、 床版工、 舗装工

橋梁部
(海上部)

主塔基礎・ 橋脚基礎： 準備工、 掘削工、 ケーソ ン 設置工、 根固め工、 躯体コ ン ク リ ート 工／アン カ
レ イ ジ： 準備工、 掘削工、 躯体構築工／上部工： 主塔架設工、 ケーブル架設工、 桁架設工、 舗装工

１ ． 事業概要１ ． 事業概要

■都市計画対象道路事業の位置

盛土部 切土部 橋梁部

【 単位： m m 】■標準横断図
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環境影響評価（ 環境アセスメ ント ） と は／環境影響評価準備書と は

環境影響評価と は、 開発事業の内容を 決める にあ たっ て 、 環境にど のよ う な 影響を 及ぼすかについて 、 事業者自ら

があ ら かじ め調査・ 予測・ 評価を 行い、 その結果を 公表し て 地域の皆様、 地方公共団体な ど から 意見を 聴き 、 それら

を 踏ま え て 環境の保全の観点から 、 よ り よ い事業計画を 作り 上げていく ための制度で す。

環境影響評価準備書と は、環境影響評価方法書手続き によ り 決定し た環境影響評価の項目について 調査・ 予測・ 評価・

環境保全措置の検討結果を 示し 、 環境の保全に関する 考え 方を と り ま と めたも ので す。

今回の環境影響評価準備書の手続き において は、 準備書の公告・ 縦覧及び説明会を 行い、 地域の皆様や地方公共団

体よ り 環境影響評価の結果について 意見を いただき ま す。

都市計画の手続き

環境影響評価の手続き

意見

意見

意見

意見

地
域
の
皆
様
等

評価
実行可能な範囲内でできる限り 対策がと ら れているか、

基準・ 目標等を 達成し ているかを 評価

調査 測定や観察など

予測 事業を 実施し た場合の環境変化を 予測

配慮書
R2.12

対応方針の決定 R3.3

事業の位置・ 規模等の検討段階で、環境保全のた

めに適正な配慮をし なければなら ない事項につい

て検討を行い、その結果を まと めた図書です。

方法書
R4.4

どのよう な項目について、 どのよう な方法で調査・

予測・ 評価をし ていく のかを 示し た図書です。

調査・ 予測・ 評価・ 環境保全対策の検討

結果を 示し 、 環境の保全に関する考え方を

とり まと めた図書です。

評価書
準備書に対する意見を 踏まえて検討し 、 必要に
応じ 準備書の内容を 見直し た図書です。

ルート の素案について、 地元説明会を 開催し 、 こ

の中で地権者の皆様等のご意見をお聞きし ます。

ルート の素案

都市計画の原案について、 説明会を 開催し 、 こ

の中で地域の皆様等のご 意見を お聞き し 、 都市

計画の案を 作成し ます。

都市計画の原案

都市計画の案を 縦覧し 、 地域の皆様等のご意見を

伺います。

都市計画の案

都市計画の決定

都市計画審議会

現在はこ の段階で す

準備書
R6.10

R6.5～6

R6.7～8

R6.10

環境影響評価の項目

環境影響評価を 行う 項目は、 事業や地域の特性から 、 環境に影響を 及ぼすお それのある 要素を 抽出し 、 さ ら に計画

段階配慮書及び環境影響評価方法書の手続き 結果を 考慮し て 選定し ま し た。

環境要因の区分

環境要素の区分

工事の実施
土地又は工作物の

存在及び供用

建
設
機
械
の
稼
働

資
材
及
び
機
械
の
運
搬

に
用
い
る
車
両
の
運
行

切
土
工
等
又
は
既
存

の
工
作
物
の
除
去

工
事
施
工
ヤ
ー
ド
の

設
置

工
事
用
道
路
等
の

設
置

水
底
の
掘
削
等

道
路
（
地
表
式
又
は

掘
割
式
）
の
存
在

道
路
（
嵩
上
式
）
の

存
在

自
動
車
の
走
行

大気環境 大気質 二酸化窒素、 浮遊粒子状物質 ●

粉じん等 ● ●

騒音 騒音 ● ● ●

振動 振動 ● ● ●

低周波音 低周波音 ●

水環境 水質 水の濁り ● ●

底質 底質 ●

土壌に係る環境
その他の環境

地形及び地質 重要な地形及び地質 ● ●

その他の環境要素 日照阻害 ●

動物 重要な種及び注目すべき生息地 ● ● ● ● ●

植物 重要な種及び群落 ● ● ●

生態系 地域を特徴づける生態系 ● ● ●

景観 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 ●

人と自然との触れ合いの活動の場 主要な人と 自然との触れ合いの活動の場 ●

廃棄物等 建設工事に伴う 副産物 ●

２ ． 環境影響評価手続き２ ． 環境影響評価手続き
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都市計画対象道路事業実施区域位置都市計画対象道路事業実施区域位置
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注)「 都市計画対象道路事業実施区域」（ 以下、 実施区域） と は、 当該道路事業によ り 土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築が

想定さ れる 概ねの範囲と し 、 工事施工ヤード 及び工事用道路等の設置が想定さ れる 概ねの範囲も 含むも のと し ます。 なお、 実施区域は、

準備書の作成の時点において 、 既に変更の余地のないも のと し て決定さ れている 区域と いう 趣旨ではなく 、 その時点において対象事

業の実施が見込まれる区域を いいます。
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環境保全への配慮事項

３ ． 環境影響評価の結果３ ． 環境影響評価の結果

◦ 　 環境の保全につ いて の配慮が特に必要な 施設等（ ※）の通過を で き る 限り 回避する と と も に、 自然環境及び土地

の改変量を 極力抑え 、 環境負荷を 回避又は低減さ せた計画

　 　 ※集落及び市街地、 学校・ 病院その他の環境配慮施設、 重要な 地形及び地質、 注目すべき 生息地、 重要な 植物

群落、 主要な 眺望点及び景観資源、 主要な 人と 自然と の触れ合いの活動の場及びそれを 取り 巻く 自然資源等

対象道路の構造に係る配慮事項

◦ 　 陸域で は、 河川及び水路を 回避し た計画

◦ 　 海域で は、 橋梁の橋脚及び主塔は最低限の箇所数と し 、 必要以上に断面積を大き く し な い計画

◦ 　 対象道路が通過する 横断道路や水路は機能を 確保する ため、 カ ルバート の設置等を 行う と と も に、 動物が移動

で き る よう 、 必要に応じ て 構造及び大き さ を 検討

◦ 　 動物のロード キルを 抑制するため、 侵入防止対策等を 検討

◦ 　 夜間照明は、 照明の漏れ出し を 防止し た構造及び昆虫等の誘引性の低い照明の採用を 検討

◦ 　 周辺景観と の調和、 地域住民への配慮のた め、 道路の法面緑化（ 可能な 限り 在来種で の施工）、 構造物・ 道路付

属物のデザイ ン ・ 色彩等を 検討

◦ 　 海域で は、 活断層の存在から 安全面に配慮し て 橋梁構造を 採用

工事計画に係る配慮事項

◦ 　 土地の改変を 最小限に抑え る ため、 陸域で は、 工事施工ヤード は計画道路上を 、 工事用道路は既存道路を 極力

利用し 、 海域で は、 工事施工ヤード 及び建設資材等の運搬は海上を 利用する 計画

◦ 　 工事用車両台数の抑制等を 図る ため、 特定の時期に集中し な いよ う 工事計画を 検討（ 工事の平準化）

◦ 　 工事用車両の運行に伴う 環境影響を 低減する ため、 既存道路の交通量等を 考慮し た工事用車両の運行ルート を

選定

◦ 　 事業に伴い発生する 廃棄物等の再利用又は適正な 処理・ 処分等

◦ 　 建設発生土の飛散・ 流出等抑制のため、 工事施工ヤード で の一時仮置き が極力発生し な いよ う 、 詳細な 施工計

画を 策定

◦ 　 河川等への濁水の流出を 抑制する ため、 直接流水と 接し な い工事を 実施する と と も に、 必要に応じ て 仮排水溝、

沈砂池、 濁水処理施設を 設置

◦ 　 海域で の濁水の発生・ 拡散等抑制ため、 水底の掘削に関する 工種の施工時期の集中を 回避し 、 汚濁防止膜を 設

置

◦ 　 粉じ ん等や土砂流出が極力発生し な いよ う 、 盛土・ 切土で は速やかに法面整形・ 法面緑化を 実施

◦ 　 外来種の持ち 込みに対する 配慮、 必要に応じ た特定外来生物の防除を 実施

◦ 　 揮発性有機化学物質の排出に配慮し 、 橋梁等の塗装について 使用する 塗料・ 資材を 選定

その他の配慮事項： 温室効果ガス

◦ 　 効率的な施工計画の策定、 グリ ーン 購入法に基づく 特定調達品目等の使用

◦ 　 工事における 省エ ネルギー化の推進、 再生可能エ ネルギーの利用等

◦ 　 道路照明のLED化等の省エ ネ設備の導入、 道路管理における 再生可能エ ネルギーの導入等

対象道路の位置に係る配慮事項

解 説  カルバート ▶ 　  道路が別の道路や水路等と立体交差する場合に設置される道路横断施設です。
ロード キル▶ 　  道路による影響で、 野生動物が車両に轢かれる・ ぶつかる、 道路脇の排水溝内へ落ちて溺れるこ となどにより 死傷するこ と を

いいます。
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大気質・ 騒音

振動

予測地点等位置図（ １／ ３）
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予測地点等位置図（ ２／ ３）

水質・ 底質・ 地形及び地質

低周波音・ 日照阻害
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